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「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の愛護と適正な飼養の関心と理解を深めるため、

毎年９月２０日～２６日を動物愛護週間と定めており、その一環として開催されます。 

日時  ９月２３日（日） 

１０時～１５時 

場所  三島市長伏公園 

     三島市立長伏小学校 

【雨天中止】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当日は混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。 

楽しいイベントが盛りだくさんなので、奮ってご参加ください。 

 

犬が好きな方、ねこが好きな方、少しだけボランティア活動に興味のある方は動物愛護ボランテ

ィア意見交換会に参加してみませんか？ 

静岡県の「人と動物が共生する社会」を目標とした「静岡県動物愛護管理推進計画」について、

広く知っていただくとともに、ボランティア活動をしている方同士の意見交換や、ボランティア活動

に興味のある方へのボランティア紹介を目的としています。  

意見交換会への出席と、ボランティア活動への参加は関係ありませんので、 

実際にボランティア活動に参加することのできない方も安心してご参加ください。 

日  時  平成２４年１０月９日（火） １３時３０分～１５時３０分 

場  所  東部総合庁舎 別棟２F 会議室 （沼津市高島本町１－３） 

申込先  お住まいの市や町の動物愛護管理担当課 

 

【お問い合わせ】 衛生薬務課  （電話）０５５－９２０－２１０２  （FAX）０５５－９２０－２１９４

静岡県東部健康福祉センター（東部保健所）発行 

〒410-8543 沼津市高島本町 1 番地の 3 

（電話）055-920-2075 （FAX）055-920-2191 

静岡県東部健康福祉センター 
検検検検    索索索索    



   

 

 

最近の報道によって、児童相談所は児童虐待の対応 

ばかりしていると思われがちですが、東部児童相談所が

平成 23 年度に受け付けた相談は総数で 1,514 件、その

うち児童虐待相談は 215 件、最も多いのは障害相談の

712 件でした。 

また、児童相談所だけではなく、お住まいの市や町でも

多くの児童相談を受け付けています。 

児童相談所では、0～18 歳未満の子どもの相談をお受けしています。 

 

○養護相談（家庭環境や経済的な理由で養育が困難、児童虐待について） 

○障害相談（肢体不自由・視聴覚・言語発達・重症心身・知的障害児について） 

○育成相談（性格行動上の問題、不登校、家庭内のしつけや育児等について） 

○非行相談（学校や家庭、地域での問題行動について） 

お気軽にご相談ください！ 

 

【お問い合わせ】 相談判定課  （電話）０５５－９２０－２０８５  （FAX）０５５－９２０－２１９１ 

（児童虐待専用電話）０５５－９２２－４１９９ ＜24 時間対応＞ 

（子ども・家庭 110 番電話）０５５－９２４－４１５２ ＜祝日・年末年始はお休み＞ 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

里親月里親月里親月里親月間記念講演会間記念講演会間記念講演会間記念講演会    

演 題 「愛すること、愛されること 

 ―生きる力を育む―」  

講  師 白梅学園大学学長・東京大学名誉教授 汐見稔幸汐見稔幸汐見稔幸汐見稔幸    氏氏氏氏 

開催日時 10 月 27 日（土） 13:30～16:00 

  場所 静岡県総合社会福祉会館シズウエル（静岡市葵区駿府町 1-70） 

対 象 者 どなたでも参加できます 

参 加 費 無 料 

申 込 先 静岡県里親連合会事務局（電話）054-254-5231（FAX）054-251-7508 

 

【お問い合わせ】 育成課  （電話）０５５－９２０－２０８３  （FAX）０５５－９２０－２１９１ 

 

１０月は里親月間です！ 

子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに    

家庭家庭家庭家庭のののの    

ぬくもりをぬくもりをぬくもりをぬくもりを！！！！    

『『『『里親里親里親里親』』』』とはとはとはとは    

経済的困窮、虐待、親の行方不明等さまざまな

事情で家庭での養育ができなくなった子どもた

ちを、自分の家庭に迎え入れ、あたたかい愛情

と正しい理解をもって養育する人のことです。 

「「「「里親月間里親月間里親月間里親月間」」」」ではではではでは    

ひとりでも多くの方に里親制度を理解

いただき、里親になっていただくための

普及啓発に取り組みます。 

 

ひとりでひとりでひとりでひとりで抱抱抱抱ええええ込込込込まないでくださいまないでくださいまないでくださいまないでください    

～～～～    東 部 児 童 相 談 所東 部 児 童 相 談 所東 部 児 童 相 談 所東 部 児 童 相 談 所     ～～～～    

児童虐待 

14％（215 件） 

障害相談 

47％（712 件） 

 

その他 

39％（587 件） 

H23 年度東部児童相談所相談件数 


